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今次闘争方針で最もこだわったのは、①日本
の賃金水準は、国際的に見劣りしており、中期
的に引き上げていく必要がある、②生産年齢人
口の減少が不可避である中、人材確保・定着、
生産性を高めるには、継続的な「人への投資」
が重要である、③マクロ的には物価を上回る可
処分所得増をめざす必要がある、④サプライチ
ェーン全体で生み出した付加価値の適正分配や
賃金水準闘争を強化していくことで「分配構造
の転換につながり得る賃上げ」をしていく必要
があり、「物価高だから」要求水準を上げるこ
とを前面に押し出すのではなく、あくまで従来
からの「めざすべき賃金水準」の取り組みの上
に、足元の物価対策も含めたものとするという
点であった。

これらを念頭に、以下 3 点の切り口で今闘争
の特徴点について述べたい。

１．スローガンについて
2023 闘争のスローガンは「くらしをまもり、

未来をつくる。」とした。スローガン制定時点
で消費者物価指数の対前年上昇率をみると数十
年ぶりの高水準であり、日本が「慢性デフレ」
から抜け出せないうちに、ロシアによるウクラ
イナへの軍事侵攻、加えて急激な円安・ドル高
により、エネルギー価格をメインとする輸入価
格高騰が引き起こした「急性インフレ」にも襲

われている。「慢性デフレ」から脱却し、家計（く
らし）と企業が「急性インフレ」に対応するた
めには、根強く残っている「デフレマインド」
からの脱却が必要であり、そのためには賃上げ
と適切な価格転嫁を進めていくことが必要であ
る。連合が掲げる「働くことを軸とする安心社
会」の実現に向けて、格差是正と分配構造の転
換に取り組むことで私たち自身のくらしをまも
っていく、そんな想いを前段の「くらしをまも
り」に込めた。

後段の「未来をつくる」には、賃金も物価も
経済も安定的に上昇する姿へ、ステージを変え
ていく、そんな未来をみんなで一緒につくって
いくという想いを込めている。

２．社会的注目度について
例年、１月下旬の経団連懇談会を皮切りに、

3 月中旬のヤマ場週でピークを迎えその後パタ
リと報道が止むことが多かったが、今回は「賃
上げ実現・くらし支援　あしたを変える連合緊
急アクション」の活動と連動しながら運動を行
った成果か、2 月頃からも報道が目立った。具
体的には、全国キャラバンで走った仲間の想い
が詰まったラッピングカーを使った「賃上げ実
現・くらし支援　あしたを変える連合緊急アク
ション」パレード（2023 年 2 月 25 日）、ヤマ
場直前週の 3 月 7 日には 4 年ぶりに参加者が会
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場に集う形で「2023 春季生活闘争 政策・制度 
要求実現 3.7 中央集会」を行い、その前段では、
春季生活闘争では 2013 年以来 10 年ぶりとなる
アピール行動を実施した。賃上げに関する報道
は多く、社会的注目度は従来以上に高かったよ
うに思われる。

連合ＨＰ春季生活闘争ページのアクセス数
は、ヤマ場週で昨年比約 2.4 倍であり、労働組
合のない職場など含め例年以上に連合として社
会全体へ情報提供することができたと考えてい
る（図１）。

３．経営側の受け止めについて
経団連の「経営労働政策特別委員会報告」で

は、「連合が 2023 闘争方針で示している基本的
な考え方や方向性、問題意識などの多くは、経
団連と基本的に一致している。」「わが国が抱え
る社会的課題の解決に向けて、未来を『協創』
する労使関係を目指していく」と一定の理解が
示されており、デフレマインドを断ち切り、ス
テージを変えようという方向性の一致も特徴と
してあげられる。

一方、総合的に勘案し、連合が 28 年ぶりに
掲げた 5％程度の賃上げ目標については、「2014
年以降の賃金引上げ結果と比べて大きく乖離し
ている。（中略）慎重な検討が望まれる」など
の相違点もあったことは念のため付言しておく。

図１：連合ＨＰ春季生活闘争ページアクセス数の比較

１．要求状況・妥結進捗状況
連合の最終集計である 7 月 3 日（月）時点

で、月例賃金改善（定昇維持含む）を要求した
5,613 組合中 5,463 組合（97.3％）が妥結済みで
あり、そのうち賃金改善分獲得が明らかな組合
は 2,909 組合（53.2％）で、比較可能な 2013 闘
争以降では組合数・割合とも最も高い数字とな
った。（図２）。

２．平均賃金方式による賃上げ率（加重平均）
平均賃金方式で交渉・妥結した組合の定昇相

当込み賃上げは全体 3.58％、300 人未満の中小
組合 3.23％と、1993 闘争以来 30 年ぶりの高さ
である。（図３）。また、平均賃金方式における
回答額の分布をみると全体および 300 人未満と
もに、2022 闘争より回答額のヤマが 5,000 円程
度上方に移動するとともに、分散が大きくなっ
たことがわかる（図４）。

Ⅱ. 2023春季生活闘争における取り組み結果
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図３：平均賃金方式での賃上げ状況の推移（連合結成以降）

図４：第 7 回（最終）回答集計 平均賃金方式 回答額区分別組合数

図２：要求状況・妥結進捗状況の推移
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３．中小組合の賃上げ
中小組合（組合員 300 人未満）の平均賃金

方式の賃金引上げ状況も 3.23％と、全体を下回
りはしたが、30 年ぶりの水準となった。また、
回答額の分散度合いは昨年より大きくなってお
り、大手の賃上げ水準が大きく上昇するなかで、
格差是正ができたところは一定数にとどまると
推測されるが、昨年並みの回答に終始したとこ
ろもある。

４．有期・短時間・契約等労働者の賃上げ
有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、

加重平均で、時給 52.78 円（同 29.35 円増）・月
給 6,828 円（同 2,831 円増）である（図５）。引
上げ率は概算でそれぞれ 5.01％・3.18％となり、
時給は一般組合員（平均賃金方式）を上回っ
ている。これは、連合が時給の集計を開始した
2000年代中盤以降では最大の引き上げとなった。

５．�「すべての労働者の立場にたった働き方」
の改善の取り組み

すべての労働者の立場にたった「働き方」の
改善やジェンダー平等・多様性の推進に向け
て数多くの取り組みがなされているが、「長時
間労働の是正」「すべての労働者の雇用安定に
向けた取り組み」「職場における均等・均衡待
遇実現に向けた取り組み」「60 歳以降の高齢期
における雇用と処遇に関する取り組み」につい
ては、要求に対する回答割合が昨年を上回った

（図６）。具体的な回答としては「従前は対象外
だった傷病積立有給休暇のパートタイマーへ適
用」「昇給対象者を 50 歳から 65 歳まで拡大」
などの前向きな回答を引き出した事例もあり、
一定の前進がはかられた。

図５：有期・短時間・契約等労働者の賃金引き上げ状況

図６：労働条件に関する 2023 春季生活闘争および通年の各種取り組み
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１．評　価
2023 春季生活闘争では、連合が賃上げに改

めて取り組んだ 2014 年以降では最も高く、ほ
ぼ 30 年ぶりとなる水準の賃上げが実現し、未
来につながる転換点となり得るものだったと受
け止めている。マクロレベルの視点から、こう
した結果につながった主な要因を３つ共有して
おきたい。

（１）経済社会情勢

輸入インフレが国民経済を直撃するなかで
賃上げへの期待が大きく、多くの産業・企業
で人手不足が顕在化し、人材の確保・定着を
意識した企業間の競争が強まったこと。

（２）社会的な問題意識の共有

デフレマインドの払しょく・ステージの転
換が必要という問題意識を経済団体などと共
有したことで、賃上げに向けた社会的機運の
醸成をはかることができたこと。

（３）運動面

「新しい資本主義実現会議」や「政労使の
意見交換」など政府の会議体への参画を通じ、
労働組合のない企業などへの波及にも努める
ことができたこと。

２．今後の課題
最後に今後の春季生活闘争に向けた課題を 3

点述べる。これらを踏まえ、多様な働く仲間を
意識して「みんなの春闘」を展開し、集団的労
使関係の拡大をめざしていく。

（１） 「人への投資」と月例賃金の改善を中期的

に継続することの重要性

デフレマインドを完全に払拭し、積極的な
人への投資によって実質賃金が継続的に上昇
し経済が安定的に上昇するステージへ転換し
ていくためには、今闘争による一度きりの賃

Ⅲ. 2023春季生活闘争の評価と今後の課題

上げでは不十分であり、来季以降も継続する
ことが重要である。今後も企業規模間、雇用
形態間、男女間の格差是正にこだわりを持っ
て取り組んでいくことに変わりはない。

（２）基盤整備の取り組み強化

「サプライチェーン全体で生み出した付加
価値の適正分配」の取り組みをさらに強化し、
中小企業や有期・短時間・契約等で働く者の
賃金を「働きの価値に見合った水準」に引き
上げることをめざしていく。また組合として
賃金実態を把握することの重要性を引き続き
訴えていく。

（３）社会対話の推進や闘争の進め方など

国際情勢や国内の景気動向など不安定な状
況が続いているが、国民経済を安定的な成長
軌道に乗せていくためには、中期的・マクロ
的な視点から、政労使で意見交換や会議体へ
の参画などを通じ問題意識を共有することが
必要である。今闘争における社会的注目度の
高さは、Ⅰ . ２に記載したとおりだが、次回
以降も組織内のみならず、社会に対するアピ
ール行動や情報発信などに引き続き取り組ん
でいく。


